Ⅰ　事務手続き編
１  年間スケジュール
	
	時期
	事務・手続き等の内容
	書類の流れ
	提出書類
	関係条項

	１
	４月２０日
　　　まで
	前年度実績報告書の提出
	市町村→府
	５号
５－２号
６号
１－３号
１－４号
１－５号
１－６号
決算見込書抄本
	規則１２条
要綱８条１項
同８条２項

	２
	５月下旬
	前年度交付金の確定・通知
	府→市町村
	
	規則13条
要綱９条

	３
	５月末日
	前年度交付金の交付
	府→市町村
	
	

	４
	6月３０日
　　　まで
	当該年度交付金額の算定のための基礎数値等報告書の提出
（前年度の相談件数、アウトリーチ事案数、ケース検討会議延べ回数、フォローアップ回数、寄り添い相談回数、自宅等への出張相談回数、創意工夫した取組（予定）　など）
	市町村→府
	１号
１－２号
１－３号
１－４号
１－５号

１－６号
	要綱５条１項

	５
	７月～８月
	実地調査（基礎数値等報告書に基づく実績及び事業実施状況（予定）の確認　など）
	―
	
	要綱５条２項

	６
	１０月頃
	当該年度交付限度額の内示
	府→市町村
	
	要綱５条２項

	７
	１２月中旬
	当該年度交付申請書の提出
	市町村→府
	２号
２－２号
１－３号
１－４号
１－５号
１－６号
予算書抄本
	規則４条１項
要綱６条１項

	８
	２月～３月
	当該年度交付決定・通知
	府→市町村
	
	規則５、７条
要綱６条２項

	変更・中止
	当該年度中随時
	交付対象事業の内容又は経費の配分の変更の承認申請書の提出
	市町村→府
	３号
	規則６条１項１号
同６条１項２号
要綱７条１～３項

	
	当該年度中随時
	交付対象事業の中止（・廃止）の承認申請書の提出
	市町村→府
	４号
	規則６条１項３号
要綱７条６項


＊様式１－３号・１－４号・１－５号は、取組みがある場合に提出してください。
＊「規則」…大阪府補助金交付規則
＊「要綱」…大阪府総合相談事業交付金交付要綱
２  事務手続きの流れ










３  基礎数値等の報告について
（１）　概要
	目  　的
	当該年度交付金額の算定のため

	根拠条項
	要綱５条１項

	提出期限
	６月３０日

	提出書類
	１号
	報告書鑑

	
	１－２号
（相談件数割関連）
	前年度の相談件数、アウトリーチ事案数、ケース検討会議延べ回数、フォローアップ回数、寄り添い相談回数、自宅等への出張相談回数

	
	*１－３号、１－４号、
１－５号
（創意工夫割関連）
	創意工夫した取組（予定）内容

	
	１－6号
（基本割関連）
	１週間の相談窓口開設延べ時間数

	ポイント換算数
	相談件数
	1件につき1ポイント
10％は相対評価
（人口１０万人換算）

	
	ｱｳﾄﾘｰﾁ事案数
	１事案につき２０ポイント

	
	ｹｰｽ検討会議
延べ回数
	１回につき１０ポイント

	
	ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数
	１回につき１０ポイント

	
	寄り添い相談件数
	１回につき１０ポイント

	
	自宅等への出張相談
	１回につき１０ポイント

	創意工夫の取組枠の特徴
	交付金の配分枠
	交付金全体の３割の財源を充当

	
	各市町村への配分
	例示するメニュー①～⑧（⑦－１を除く）については、メニュー毎に５ポイントを算定（ただし、すべての分野で取組む場合は、１０ポイント）
⑦－１については、10ポイント

⑨については、メニュー①～⑧以外の創意工夫した取組みについて、１取組みにつき５ポイントを算定

	
	１市町村当たりの
配分上限額
	４００万円


　　　　*様式第１－３号、１－４号、１－５号は、取組みがある場合に提出
　　（２）　注意点
①　事業名及び相談件数等について様式第１－２号
          事業名及び相談件数については、原則として前年度交付金にかかる実績報告書（提出期限4月２０日）において報告済みの内容と一致させてください。
具体的には、「総合相談事業交付金対象事業実績調書（様式第6号）」に記入した内容と同じになります。
ただし、当該事業が本年度から対象外事業となった場合は対象から除外してください。

（様式第１－２号抜粋）　　　　　　　　 （様式第６号抜粋）
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万が一、実績報告書の記載内容に誤りがあることが判明した場合は、市町村長名にて実績報告書の訂正にかかる書類を速やかに提出してください。
②　創意工夫した取組み内容について様式第１－３号、１－４号、１－５号
１．新たな専門相談窓口の開設
　　　　　　　平成２０年度以降に開設した専門相談窓口の名称、分野、内容のほか、開設年度を記入してください。
　　　　　２．相談の質を高めるための人材育成
　　　　　　　取組みについて、分野、取組数、内容を記入してください。
　　　　　３．専門家による相談体制の確保
　　　　　　　分野毎に配置している専門家の人数と専門資格の内容を記入してください。
　　　　　４．ケーススタディで取り上げた事案
　　　　　　　事案について、内容、分野、事案数、発表場所等を記入してください。
　　　　　５．好事例のメニュー化
　　　　　　　①～⑧（⑦－１を除く）のメニューについて、取組みを行っている場合は、「取組状況」の欄に「○」を記入し、「事業開始年度」の欄に、メニュー内で最も古い取組みの開始年度を記入してください。ただし、すべての分野で取組みを行っている場合は、「すべての分野で取組」の欄に「○」を記入し、「事業開始年度」の欄に、メニュー内で最も古い取組みの開始年度を記入してください。
　　　　　　　⑦－１について、すべての分野で取り組んでいる場合は、「すべての分野で取組」の欄に「○」を記入し、「事業開始年度」の欄に、すべての分野で取組みを開始した年度を記入してください。
　　　　　　　⑨について、取組みを行っている場合は、「取組状況」の欄に、取組み数を記入してください。
なお、⑦－２の取組みを実施しているときは、様式第１－４号を、⑨の取組みを実施しているときは、様式第１－５号を添付してください。
③　１週間の相談窓口開設延べ時間数様式第１－６号
　　　　　　　各分野における、相談窓口の開設時間について記載してください。
１つの分野に２ヶ所以上の相談窓口がある場合は、分野毎の合計延べ時間数となります。
　　　※各様式の記入については、Ⅲ資料編 「３ 様式記入例」を参考にしてください。
４  交付の申請について
　（１）　概要
	目  　的
	当該年度交付金の申請のため

	根拠条項
	規則４条１項、要綱６条１項

	提出期限
	年内１２月中旬

	提出書類
	２号
	申請書鑑

	
	２－２号
	経費の配分、使用方法及び事業の遂行に関する計画

	
	*１－３号、１－４号、
１ー5号
（創意工夫割関連）
	創意工夫した取組（予定）内容

	
	１－6号
（基本割関連）
	１週間の相談窓口開設延べ時間数

	
	　予算書抄本
	当該年度当初（現計）予算書の抄本


　　　　*様式第１－３号・１－４号・１－５号は、取組みがある場合に提出してください。
　　
　　（２）　注意点
①　申請書鑑について様式第２号
（ア）　「事業の目的及び内容」及び「事業の効果」
本交付金を活用して実施する事業の目的、内容及び効果について簡潔に記入してください。
（イ）　「創意工夫した取組内容」
　　　「あり・なし」などの取組状況については、申請書提出時点の状況を記入してください。
（ウ）　「交付を受けようとする交付金の額」
　　　　　　　既に通知済みの当該年度の内示額を記入してください。
　　　　　　　※支出予定額が内示額を下回る場合は、支出予定額（千円未満切捨て）を記入してください。
　　　②　経費の配分等について様式第２－２号
（ア）　経費の配分及び使用方法
　　　　　　　支出予定額については、総合相談事業にかかる経費のみを計上し、別途添付される当該年度当初（現計）予算書の抄本に記載の金額と一致させてください。
（イ）　経費の区分
「人件費」
報酬、給料、職員手当、及びこれらに係る共済費
　「その他」
上記の人件費以外の経費
（ウ）　事業計画
「事業名」
前年度から変更している場合は、旧事業名を備考欄に記入してください。
「実施場所及び実施日数」
原則として、恒常的に開設する相談窓口について記入してください。
なお、相談事業と共に取組まれる支援事業の実施場所及び実施日数については、備考欄に記入してください。
③　創意工夫した取組み内容について様式第１－３号、１－４号、１－５号
１．新たな専門相談窓口の開設
　　　　　　　平成２０年度以降に開設した専門相談窓口の名称、分野、内容のほか、開設年度を記入してください。
　　　　　２．相談の質を高めるための人材育成
　　　　　　　取組みについて、分野、取組数、内容を記入してください。
　　　　　３．専門家による相談体制の確保
　　　　　　　分野毎に配置している専門家の人数と専門資格の内容を記入してください。
　　　　　４．ケーススタディで取り上げた事案
　　　　　　　事案について、内容、分野、事案数、発表場所等を記入してください。
　　　　　５．好事例のメニュー化
　　　　　　　①～⑧（⑦－１を除く）のメニューについて、取組みを行っている場合は、「取組状況」の欄に「○」を記入し、「事業開始年度」の欄に、メニュー内で最も古い取組みの開始年度を記入してください。ただし、すべての分野で取組みを行っている場合は、「すべての分野で取組」の欄に「○」を記入し、「事業開始年度」の欄に、メニュー内で最も古い取組みの開始年度を記入してください。

　　　　　　　⑦－１について、すべての分野で取り組んでいる場合は、「すべての分野で取組」の欄に「○」を記入し、「事業開始年度」の欄に、すべての分野で取組みを開始した年度を記入してください。
　　　　　　　⑨について、取組みを行っている場合は、「取組状況」の欄に、取組み数を記入してください。
なお、⑦－２の取組みを実施しているときは、様式第１－４号を、⑨の取組みを実施しているときは、様式第１－５号を添付してください。
６．基礎数値報告書で報告したポイント数より減少する場合
　　　　　　　創意工夫の取組みに係るポイント数が基礎数値報告書で報告したポイント数より減少する場合は、下記の式で算出した額を減じた額を交付上限額とします。
　　　　　　　算式　L － L × ｍ／M
　　　　　　　算式の符号

　　　　　　　　Ｌ：要綱第３条第１項第４号で算出した額(配分額の内、創意工夫割分)

　　　　　　　　Ｍ：基礎数値等報告書における様式第１－３号のポイントの合計

　　　　　　　　ｍ：交付申請における様式第１－３号のポイントの合計

④　１週間の相談窓口開設延べ時間数様式第１－６号
　　　　　　　各分野における、相談窓口の開設時間について記載してください。
１つの分野に２ヶ所以上の相談窓口がある場合は、合計延べ時間数となります。
⑤　予算書（写）
当該年度の当初予算について、本交付金対象事業に係る「歳入予算」及び「歳出予算」を明記してください。
（交付申請時点までに既に補正予算の議決を受けている場合は、現計予算）
様式は特に定めていませんが、予算書の写しを提出される場合は、該当費目及び金額がわかるようにマーキングをしてください。
なお、府が提示する参考様式（Ⅲ資料編「４ 参考様式」を参照）をご活用いただいても結構です。
　　　
※各様式の記入については、Ⅲ資料編 「３ 様式記入例」を参考にしてください。
５  実績報告について
（１）　概要
	目  　的
	当該年度事業の報告及び交付金の額の確定のため

	根拠条項
	規則１２条、要綱８条１項、同８条2項

	提出期限
	交付対象年度の翌年度4月２０日

	提出書類
	５号
	報告書鑑

	
	５－２号
	経費の配分、使用方法

	
	６号
	実績調書

	
	*１－３号、１－４号、
１－５号
（創意工夫割関連）
	創意工夫した取組内容

	
	１－6号
（基本割関連）
	１週間の相談窓口開設延べ時間数

	
	　決算見込書抄本
	当該年度決算見込書の抄本


　　　　*様式第１－３号・１－４号・１－５号は、取組みがある場合に提出してください。
　　
（２） 注意点
①　報告書鑑について様式第５号
（ア）　「事業の効果」
本交付金を活用して実施した事業の効果について、簡潔に記入してください。
（イ）　「交付金の交付決定額とその精算額」
　　 　当該年度の交付決定額と、その額を超えない精算額を記入してください。
②　経費の配分等について様式第５－２号
（ア）　経費の配分及び使用方法
　　　　　　　支出額については、総合相談事業にかかる経費のみを計上し、別途添付される当該年度決算見込み抄本に記載の金額と一致させてください。
（イ）　経費の区分
「人件費」
報酬、給料、職員手当、及びこれらに係る共済費
　「その他」
上記の人件費以外の経費
③　実績調書について様式第６号
（ア）　「事業名」及び「実施場所」
「事業名」及び「実施場所」は、既に提出済みの交付申請書に添付の「様式第２－２号」の記載内容と一致させてください。
（様式第６号抜粋）　　　　　　　　　　　（様式第２－２号抜粋）
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（イ）　「相談件数」
年間相談件数を記入してください。
 なお、相談件数については、市町村名及び交付金額と併せて府のホームページに掲載します。
④　創意工夫した取組み内容について様式第１－３号、１－４号、１－５号
事業完了年月日時点の取組結果について、記入してください。
なお、交付申請書提出時点と内容に変更等がある場合は、「様式第3号」により報告を要する場合がありますので、事前に相談してください。
⑤　１週間の相談窓口開設延べ時間数様式第１－６号
各分野における、相談窓口の開設時間について記載してください。
１つの分野に２ヶ所以上の相談窓口がある場合は、分野毎の合計延べ時間数となります。
⑥　決算見込書（写）
当該年度の決算見込みについて、本交付金対象事業に係る「歳入決算（見込）」及び「歳出決算（見込）」を明記してください。
様式は特に定めていませんが、該当費目及び金額がわかるようにマーキングをしてください。
なお、府が提示する参考様式（Ⅲ資料編「４ 参考様式」を参照）をご活用いただいても結構です。
⑦　情報の公表
　　　　実績報告に基づく、相談等の件数及び創意工夫の取組みなどの状況については、府のホームページにて公表します。
　　　※各様式の記入については、Ⅲ資料編　「３ 様式記入例」を参考にしてください。
６  交付対象事業の内容又は経費の配分の変更について
（１）　概要
	目  　的
	交付対象事業に要する経費の配分の変更（知事の定める軽微な変更を除く。）をする場合又は交付対象事業の内容の変更（知事の定める軽微な変更を除く。）をする場合において知事の承認を得るため。

	根拠条項
	規則６条１項１号、同６条１項２号、要綱７条１～３項

	提出期限
	当該交付対象年度内随時

	提出書類
	３号
	対象事業経費の配分（・事業内容）変更承認申請書


（２）　注意点
①　変更の内容
（ア）　「対象事業経費」
対象事業及び経費の配分に変更が生じた場合は、事前に相談してください。
ただし、交付対象事業及び経費の配分の変更額が、申請書に記載した経費
の２０％以内の軽微な変更の場合は、要綱第７条第１項の規定により変更承認を要しません。
（イ）　「事業内容」
対象事業の内容に変更が生じた場合は、事前に相談してください。
ただし、対象事業の変更以外のもの又は交付金額に影響を及ぼさない範囲
の軽微な変更の場合は、要綱第７条第２項の規定により変更承認を要しません。
※交付決定後に交付申請における様式第１－３号のポイントの合計が減少する場合は、変更の承認が必要となります。
②　変更の理由
　　対象事業の上記の変更の理由をできるだけ詳細に記入してください。
７  交付対象事業の中止（廃止）について
（１）　概要
	目  　的
	交付対象事業の中止（廃止）について申請するため

	根拠条項
	規則６条１項３号、要綱７条６項

	提出期限
	当該交付対象年度内随時

	提出書類
	４号
	対象事業中止（・廃止）承認申請書


　　
（２）　注意点
　　天変地異その他交付の決定後生じた事情の変更等により、交付対象事業の中止又は廃止を行うこととなった場合は、事前に相談してください。
①　「対象事業実施の経過」
対象事業実施の経過について、事業名及び内容をできるだけ詳細に記入してください。
②　「対象事業の中止（・廃止）の理由」
　　 対象事業の中止又は廃止の理由について、できるだけ詳細に記入してください。
８  交付金の実地調査
（１）　概要
	目　　的
	知事は、交付金額の内示について、前年度の相談実績や当該年度の取組み状況等を確認するため、必要に応じて実地調査を実施する。

	根拠条項
	総合相談事業交付金交付要綱５条２項

	実施時期
	７月～８月


　（２）　注意点
　　　交付金額の内示のため、総合相談事業交付金交付要綱第５条第２項の規定により実地調査を行いますので、ご協力をお願いします。
　　　　　※実地調査については、Ⅲ資料編 「５ 実地調査」についてを参照ください。
９  帳簿の整備保管について
（１）　概要
	目　　的
	交付金の執行状況調査やデータ類の提出協力等への対応のため

	整備保管を
要する書類
	算定基礎数値等の根拠となる書類（相談記録等）及び対象事業に係る収入及び支出等についての証拠書類

	保管期間
	１０年間

	根拠条項
	要綱１０条


　　
（２） 注意点
交付金事務の円滑な運用のため、各種データ類を提出していただく場合や、交付金の執行状況について調査等をさせていただく場合がありますので、帳簿等の証拠書類について適正な保管をお願いします。
１０  交付金の執行状況調査
（１）　概要
	目　　的
	知事は、交付した交付金について、その執行状況等に関し、必要に応じて調査等を実施する。

	根拠条項
	地方自治法２２１条２項

	実施時期
	随時


　（２）　注意点
　　　交付金の適正な執行を確保するため、必要に応じて地方自治法第２２１条第２項の規定により、調査を行うことがあります。
１１ データ類の提出についての協力
（１）　概要
	目　　的
	年度途中における総合相談事業の実施状況や、制度の適正な運用にかかる情報収集のため。

	実施時期
	随時


（２）　注意点
　　　本交付金制度の運用にあたり、必要に応じて相談体制や年度途中における事業報告など、データ類の提出についてご協力いただきますようお願いします。
　　　は市町村の手続き　　　　　　　は府の手続き





基礎数値等報告書（6月30日）


○　前年度相談実績の報告


　　・相談件数


　　・アウトリーチ事案数・ケース検討会議延べ回数


　　・フォローアップ回数・寄り添い相談回数・自宅等への出張相談回数


○　当該年度の相談窓口開設状況、創意工夫した取組（予定）内容





提　出





通　知





実地調査（実績及び事業実施状況（予定）の確認など）（7月～8月）


審査・当該年度の交付金内示額の決定（10月頃）





交付の申請（12月中旬）


○　事業の経費の配分及び使用方法


○　事業の遂行に関する計画


○　当該年度の創意工夫した取組（予定）内容


○　当該年度の当初（現計）予算書抄本





　　提　出





通　知





審査・当該年度の交付金額の決定（2月～3月）





実績報告（翌年度4月20日）


○　事業の経費の配分及び使用方法


○　事業実績調書


○　当該年度の創意工夫した取組内容


○　当該年度の決算見込書抄本





提　出





審査・当該年度の交付金額の確定を経て交付（翌年度5月末日）
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